
 

                                      那医発第 183 号   

 令和 8年 6月 9日 

施設長 各位 

                              那覇市医師会 

                               会長 友利 博朗 

                                

平素より医師会事業へのご支援ご協力賜り感謝申し上げます。 

 沖縄県医師会より「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」の通知が届きましたのでご案

内申し上げます。 

☆ 問合せ先（那覇市医師会 事務局：宮城・前泊 ／電話 ０９８－８６８－７５７９） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

沖医発第 372 号  

 令和 8年 6月 2日 

地区医師会長 殿 

                              沖縄県医師会 

                              会長 田名 毅 

（公印省略） 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

今般、日本医師会より、標記文書が発出されましたのでお知らせいたします。 

本件は、使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等についての通知となっております。 

令和 8年 5月 19 日付け令和８年厚生労働省告示第 217 号をもって薬価基準等の一部が改正され、同年

5月 20 日から適用されました。 

これを受け、令和 8 年 5 月 19 日付けで厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示

されておりますが、その概要は別添のとおりであります。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、貴会会員への周知方につきご高配を

賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバールーム中、医療保険の「医薬品の保健

上の取扱い等」に掲載されておりますことを申し添えます。 

 

記 

 

● 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

（令和8 年5 月26 日（日医発第402 号）（保険）） 

  

※関係文書は文書管理システムへ掲載いたします。 

 

情報提供 

沖縄県医師会事務局保険課：赤嶺 

TEL：098-888-0087 

FAX：098-888-0089 

E-mail：hokenka@okinawa.med.or.jp 



日医発第402 号（保険）

令 和 ８ 年 ５ 月 26 日

都道府県医師会長 殿

                        日 本 医 師 会 長        

                           松 本 吉 郎

（公印省略）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

令和８年５月 19 日付け令和８年厚生労働省告示第 217 号をもって薬価基

準等の一部が改正され、同年５月 20 日から適用されました。

これを受け、令和８年５月 19 日付けで厚生労働省保険局医療課長通知によ

り関連する留意事項等が示されましたが、その概要は下記のとおりでありま

す。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願

い申し上げます。なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメン

バーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定して

おります。

記

１．新医薬品の薬価収載について

 （１）令和８年５月 13 日に開催された中医協において、薬価基準に収載する

ことが承認された新医薬品（内用薬 11 品目及び注射薬 21 品目）が、薬

価基準の別表に第７部追補（3）として収載された。

� 関連通知等：添付資料１中の厚生労働省告示第 96 号

� 品目の概要：添付資料３及び添付資料４

（２）（１）のうち、以下の品目は保険適用上の留意事項が示されている。

 ドジョルビ内用液 100％
 インレビックカプセル 100mg
 アクーゴ脳内移植用注



 アムシェプリ

 ゾルゲンスマ髄注

 オルミエント内用懸濁液２mg/mL
 オマリズマブ BS 皮下注 75mg シリンジ「CT」、同皮下注 50mg 

シリンジ「CT」、同皮下注 75mg ペン「CT」、同皮下注 150mg 
ペン「CT」

 ゴリムマブ BS 皮下注 50mg シリンジ「F」
 トシリズマブ BS 点滴静注 80mg「MA」、同点滴静注 200mg

「MA」及び同点滴静注 400mg「MA」

 ラヴィクティ内用液 1.1ｇ/mL

� 関連通知等：添付資料２中の記３

※その他の改正については添付資料２をご参照ください。

（添付資料）

１．官報（令和８年５月 19 日 号外第 110 号抜粋）

・令和８年厚生労働省告示第 217 号

２．使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

（令和８年５月 19 日付け 保医発 0519 第４号 厚生労働省保険局医療課長）

３．新医薬品一覧表

（令和８年５月 13 日 中医協総会資料（総－４－１））

４．新再生医療等製品一覧表

（令和８年５月 13 日 中医協総会資料（総－５））



使 用 薬 剤 の 薬 価 （ 薬 価 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示

第 一 条 使 用 薬 剤 の 薬 価 （ 薬 価 基 準 ）（ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 六 十 号 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る 。

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別 表 別 表

注 １ 〜 ３ （ 略 ） 注 １ 〜 ３ （ 略 ）

第１ 部～第６ 部 （ 略） 第１ 部～第６ 部 （ 略）

第７ 部 追 補  
                   

（ 新設）

内 用 薬
                

品 名
                

規 格 単 位
           

薬 価
    

円
 

（ あ）
    

アラ グリ オ原末分包1 5ｇ
            

1 5ｇ １ 包
     

75 985 90
     

イ ンレ ビッ ク カプセル100㎎
             

100㎎１ カプセル
        

11 137 40
     

ウ プト ラ ビ 錠0 8㎎
         

0 8㎎１ 錠
     

6 272 20
    

オルミ エント 内用懸濁液２ ㎎／mL
                

15㎎7 5mL１ 瓶
       

60 682 40
     

（ さ ）
    

ジンタ ス 錠25㎎
        

25㎎１ 錠
     

145 60
   

ソ ホノ ス カプセル１ ㎎
           

１ ㎎１ カプセル
        

46 062 10
     

ソ ホノ ス カプセル1 5㎎
           

1 5㎎１ カプセル
        

57 114 90
     

ソ ホノ ス カプセル2 5㎎
           

2 5㎎１ カプセル
        

95 190 70
     

ソ ホノ ス カプセル５ ㎎
           

５ ㎎１ カプセル
        

190 381 30
     

ソ ホノ ス カプセル10㎎
           

10㎎１ カプセル
        

355 689 50
     

（ た）
    

ド ジョ ルビ 内用液100％
           

100％500mL１ 瓶
        

734 770 00
     

注 射 薬
                

品 名
                

規 格 単 位
           

薬 価
    

円
 

（ あ）
    

アク ーゴ脳内移植用注
           

１ 回分
    

72 716 528
     

アムシェ プリ
       

18瓶１ 組
     

55 306 737
     

アムベルビス ト 静注シリ ンジ５ mL
                

25 79％５ mL１ 筒
        

4 930
   

令
和
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月

 
 

日
火
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日
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号

外
第

 
 

 
号

)
官

報

〇 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 百 十 七 号

診 療 報 酬 の 算 定 方 法 （ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 十 九 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 使 用 薬 剤 の 薬 価 （ 薬 価 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 八 年 五 月 十 九 日 厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎

 

添付資料1



アムベルビ ス ト 静注シリ ンジ7 5mL
                 

25 79％7 5mL１ 筒
        

7 098
   

アムベルビ ス ト 静注シリ ンジ10mL
                

25 79％10mL１ 筒
        

9 193
   

アムベルビ ス ト 静注２ mL
            

25 79％２ mL１ 瓶
        

2 261
   

ウ ス テキヌ マブＢ Ｓ 点滴静注130㎎「 Ｃ Ｔ 」
                    

130㎎26mL１ 瓶
       

97 928
   

ウ ス テキヌ マブＢ Ｓ 皮下注45㎎シリ ンジ「 ニプロ 」
                        

45㎎0 5mL１ 筒
       

131 408
    

ウ ス テキヌ マブＢ Ｓ 皮下注90㎎シリ ンジ「 Ｆ 」
                      

90㎎１ mL１ 筒
       

254 206
    

エン ス プリ ン グ 皮下注120㎎オート イ ン ジ ェ ク
                        
タ ー
   

120㎎１ mL１ キッ ト
         

1 152 032
     

オマリ ズマブＢ Ｓ 皮下注75㎎シリ ンジ「 Ｃ Ｔ 」
                      

75㎎0 5mL１ 筒
       

8 044
   

オマリ ズマブＢ Ｓ 皮下注75㎎ペン「 Ｃ Ｔ 」
                    

75㎎0 5mL１ キッ ト
         

8 044
   

オマリ ズマブＢ Ｓ 皮下注150㎎シリ ンジ「 Ｃ Ｔ 」
                       

150㎎１ mL１ 筒
       

14 602
   

オマリ ズマブＢ Ｓ 皮下注150㎎ペン「 Ｃ Ｔ 」
                    

150㎎１ mL１ キッ ト
         

14 602
   

（ か）
    

ゴリ ムマブＢ Ｓ 皮下注50㎎シリ ンジ「 Ｆ 」
                    

50㎎0 5mL１ 筒
       

67 615
   

（ さ ）
    

ゾ ルゲンス マ髄注
         

１ 患者当たり
       

167 077 222
      

（ た）
    

デノ ス マブＢ Ｓ 皮下注120㎎Ｒ Ｍ「 Ｆ 」
                  

120㎎1 7mL１ 瓶
       

23 481
   

ト シリ ズマブＢ Ｓ 点滴静注80㎎「 ＭＡ 」
                   

80㎎４ mL１ 瓶
       

6 687
   

ト シリ ズマブＢ Ｓ 点滴静注200㎎「 ＭＡ 」
                    

200㎎10mL１ 瓶
       

16 717
   

ト シリ ズマブＢ Ｓ 点滴静注400㎎「 ＭＡ 」
                    

400㎎20mL１ 瓶
       

33 434
   

（ は）
    

ブーレ ンレ ッ プ点滴静注用70㎎
               

70㎎１ 瓶
     

923 754
    

第 二 条 使 用 薬 剤 の 薬 価 （ 薬 価 基 準 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る 。

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別 表 別 表

注 １ 〜 ３ （ 略 ） 注 １ 〜 ３ （ 略 ）

第１ 部 内 用 薬 第１ 部 内 用 薬

品 名 規 格 単 位 薬 価 品 名 規 格 単 位 薬 価

円 円

（ あ） ～（ ひ） （ 略） （ あ） ～（ ひ） （ 略）

（ ふ） （ ふ）

（ 略） （ 略）

ブリ ィ ビアク ト 錠25㎎ 25㎎１ 錠 357 30
   

ブリ ィ ビアク ト 錠25㎎ 25㎎１ 錠 373 30
   

ブリ ィ ビアク ト 錠50㎎ 50㎎１ 錠 583 20
   

ブリ ィ ビアク ト 錠50㎎ 50㎎１ 錠 609 30
   

（ 略） （ 略）

（ へ） ～（ わ） （ 略） （ へ） ～（ わ） （ 略）

令
和

 
年

 
月

 
 

日
火

曜
日

(
号

外
第

 
 

 
号

)
官

報
 



第２ 部 注 射 薬 第２ 部 注 射 薬

品 名 規 格 単 位 薬 価 品 名 規 格 単 位 薬 価

円 円

（ あ） （ あ）

（ 略） （ 略）

アムヴト ラ 皮下注25㎎シリ ンジ 25㎎0 5mL１ 筒 6 834 558
     

アムヴト ラ 皮下注25㎎シリ ンジ 25㎎0 5mL１ 筒 8 006 196
     

（ 略） （ 略）

（ い） ～（ ほ） （ 略） （ い） ～（ ほ） （ 略）

（ ま） （ ま）

（ 略） （ 略）

マンジャ ロ 皮下注2 5㎎アテオス 2 5㎎0 5mL１ キッ ト 1 443
   

マンジャ ロ 皮下注2 5㎎アテオス 2 5㎎0 5mL１ キッ ト 1 924
   

マンジャ ロ 皮下注５ ㎎アテオス ５ ㎎0 5mL１ キッ ト 2 886
   

マンジャ ロ 皮下注５ ㎎アテオス ５ ㎎0 5mL１ キッ ト 3 848
   

マンジャ ロ 皮下注7 5㎎アテオス 7 5㎎0 5mL１ キッ ト 4 329
   

マンジャ ロ 皮下注7 5㎎アテオス 7 5㎎0 5mL１ キッ ト 5 772
   

マンジャ ロ 皮下注10㎎アテオス 10㎎0 5mL１ キッ ト 5 772
   

マンジャ ロ 皮下注10㎎アテオス 10㎎0 5mL１ キッ ト 7 696
   

マンジャ ロ 皮下注12 5㎎アテオス 12 5㎎0 5mL１ キッ ト 7 215
   

マンジャ ロ 皮下注12 5㎎アテオス 12 5㎎0 5mL１ キッ ト 9 620
   

マンジャ ロ 皮下注15㎎アテオス 15㎎0 5mL１ キッ ト 8 658
   

マンジャ ロ 皮下注15㎎アテオス 15㎎0 5mL１ キッ ト 11 544
   

（ 略） （ 略）

（ み） ～（ わ） （ 略） （ み） ～（ わ） （ 略）

附 則

こ の 告 示 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 日 か ら 適 用 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 同 年 八 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

令
和

 
年

 
月

 
 

日
火

曜
日

(
号

外
第

 
 

 
号

)
官

報
 



保医発 0519 第４号

令和８年５月 19 日

地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

 国民健康保険主管課（部）長     殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

 後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長     

（ 公 印 省 略 ）      

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」とい

う。）が令和８年厚生労働省告示第217号をもって改正され、令和８年５月20日から適用す

ることとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴

管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

１ 薬価基準の一部改正について

(１) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年

法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承

認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 11 品目及び注射薬 21 品目）

について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(２) (１)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで

あること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ６９９４ ３４６４ １８５７ ２８ １２３４３

添付資料2



(３) 「薬価算定の基準について」（令和８年２月 13 日付け保医発 0213 第３号）第３

章第 12 節１の規定に該当し、費用対効果評価が実施された品目（内用薬２品目）に

ついて、その評価結果に基づき、価格調整を行ったものであること。

(４) 効能変更等が承認された既収載品（注射薬７品目）について、「薬価算定の基準に

ついて」（令和８年２月 13 日付け保医発 0213 第３号）第３章第５節の規定に基づ

き、市場拡大再算定又は持続可能性特例価格調整を適用し、薬価の改定を行ったも

のであること。

(５) （３）及び（４）による価格調整後の薬価は、令和８年８月１日から適用される

ものであり、それまでは従来の薬価が適用されること。

２ 掲示事項等告示の一部改正について

 新医薬品（医薬品医療機器等法第 14 条の４第１項第１号に規定する新医薬品をい

う。）については、掲示事項等告示第 10 第２号(１)に規定する新医薬品に係る投薬期

間制限（14日分を限度とする。）が適用されるが、新たに当該制限の例外とした新医薬

品は、次のとおりであること。

・ドジョルビ内用液 100％

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１) ドジョルビ内用液 100％

① 本製剤は、記２のとおり、新医薬品に係る投与期間制限の例外とされたことを

踏まえ、令和８年６月１日から起算して１年を経過していない間は、概ね１カ月

に１回の頻度で診察を行うとともに、概ね２週間に１回の頻度で電話等を用いて

患者の状態や服薬の状況等を確認すること。また、その間、本剤処方時には前回

処方時以降の当該診察又は電話等による確認の実施年月日を診療報酬明細書の摘

要欄に記載すること。

② 本製剤は患者には小分けせずに瓶のまま渡すものであることから、薬剤料は瓶

単位で算定すること。

③ 本製剤の重要な基本的注意において「本剤の投与は、長鎖脂肪酸代謝異常症に

精通した医師又はその指導のもとで行うこと。」とされているので、使用に当たっ

ては十分留意すること。

(２) インレビックカプセル 100mg

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「血小板数５万/mm3未満の患者又

は好中球数1000/mm3未満の患者に対して本剤の投与を開始した場合の有効性及び安

全性に関する情報は限られているため、「17.臨床成績」の項の内容を熟知した上で、

ベネフィット・リスクを考慮して、本剤の投与の可否を慎重に検討すること。」とさ

れているので、使用に当たっては十分留意すること。

(３) アクーゴ脳内移植用注



① 本製品の投与前の調製等を投与施設において当該施設の医療従事者が実施した

場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科

診療報酬点数表区分番号「K924」自己生体組織接着剤作成術の所定点数を準用して

算定できるものであること。

② 定位脳手術装置を用いて穿頭手術を実施した後に、本製品を移植した場合は、

診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診療報酬

点数表区分番号「K154」機能的定位脳手術の「２」その他の場合の「イ」片側の場

合を算定できるものであること。

(４) アムシェプリ

① 本製品の投与前の調製等を投与施設において当該施設の医療従事者が実施した

場合は、診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診

療報酬点数表区分番号「K924」自己生体組織接着剤作成術の所定点数を準用して算

定できるものであること。

② 定位脳手術装置を用いて穿頭手術を実施した後に、本製品を移植した場合は、診

療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診療報酬点

数表区分番号「K154」機能的定位脳手術の「２」その他の場合の「ロ」両側の場合

を算定できるものであること。

(５) ゾルゲンスマ髄注

① ゾルゲンスマ髄注については、日本小児神経学会の「ゾルゲンスマ髄注 適正使

用指針」に従い使用するとともに、当該指針の施設要件等に準拠した、副作用が

発現した際に必要な対応をとることが可能な医療機関で使用するよう十分留意す

ること。

② 本品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意において、「SMN1 遺伝子の

両アレル性の欠失又は変異が確認された患者に投与すること。」「２歳以上の患

者に投与すること。」及び「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた

検査により抗 AAV9 抗体が陰性であることが確認された患者に投与すること。」と

されているので、以下を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

・SMN1 遺伝子の両アレル性の欠失又は変異を確認した遺伝子検査の実施年月日

・本品の投与日齢

・抗 AAV9 抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日

③ 本品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意において、「18 歳以上の患

者については、臨床所見の発現の有無、他の SMA 治療薬による治療歴の有無等を

踏まえ、他の治療選択肢について十分検討し、本品投与のリスクとベネフィット

を考慮した上で投与の必要性を判断すること。」とされているので、使用に当たっ

ては十分留意すること。

④ 本品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意において、「SMN2 遺伝子の

コピー数が４以上の臨床所見が発現する前の患者については、無治療経過観察及

び他の SMA 治療薬による治療の選択肢についても十分検討し、本品投与のリスク

とベネフィットを考慮した上で投与の必要性を判断すること。」とされているの



で、使用に当たっては十分留意すること。

⑤ 本品の投与に当たっては、脊髄性筋萎縮症の診断、治療、及び不具合・有害事

象発現時の対応に十分な知識と経験を有し、製造販売業者が実施する本品の適正

使用に関する講習を修了した複数名の医師による連携のもと判断し、行うこと。

(６) オルミエント内用懸濁液２mg/mL

① 本製剤は、既に薬価収載後１年以上経過している「オルミエント錠１mg、同錠

２mg 及び同錠４mg」（以下「既収載品」という。）と有効成分が同一であり、今

般、既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児等

が服用しやすい内用懸濁液剤として承認された剤形追加医薬品であることから、

掲示事項等告示第 10 第２号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14 日

間を限度とする。）は適用されないものであること。

② 本製剤は患者には小分けせずに瓶のまま渡すものであることから、薬剤料は瓶

単位で算定すること。

(７) オマリズマブ BS 皮下注 75mg シリンジ「CT」、同皮下注 150mg シリンジ「CT」、

同皮下注 75mg ペン「CT」、同皮下注 150mg ペン「CT」

① 本製剤はオマリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対し

て指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管

理料を算定できるものであること。

② オマリズマブ皮下注 75mg シリンジ「CT」及び同皮下注 150mg シリンジ「CT」に

ついては針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器

加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(８) ゴリムマブ BS 皮下注 50mg シリンジ「F」

① 本製剤の関節リウマチへの使用に当たっては、効能・効果に関連する使用上の

注意に「過去の治療において、少なくとも１剤の抗リウマチ薬（生物製剤を除く）

等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与

すること。」と記載されているので、十分留意すること。

② 本製剤はゴリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して

指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59

号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号

「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」

注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(９) トシリズマブ BS 点滴静注 80mg「MA」、同点滴静注 200mg「MA」及び同点滴静注

400mg「MA」

① 既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）及び



既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「過去の治療において、少な

くとも１剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投

与すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性関節炎

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「過去の治療において、副腎

皮質ステロイド薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与するこ

と。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

③ 悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤の投与にあたっては、

学会のガイドライン等の最新の情報を参考に適応患者を選択し、その他の対症療

法の実施とともに使用すること。」と記載されているので、使用に当たっては、

十分留意すること。

(10) ラヴィクティ内用液 1.1ｇ/mL

本製剤は患者には小分けせずに瓶のまま渡すものであることから、薬剤料は瓶単

位で算定すること。

４ 関係通知の一部改正について、以下のとおり改正する。

(１) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（令和２年５月 19 日保医発

0519 第 3 号）の記の４の（12）②の「承認された体外診断薬」を「承認された体外

診断用医薬品又は医療機器」に改める。

(２) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等につ

いて」（平成 29 年８月 29日付け保医発 0829 第８号）の記の３の（２）中「オルミ

エント錠２mg、同錠４mg 及び同錠１mg」を「オルミエント錠２mg、同錠４mg、同錠

１mg及び同内用懸濁液２mg/mL」に改める。

(３) 「ヤヌスキナーゼ阻害剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項

について」（令和２年 12月 25 日付け保医発 1225 第３号）の記の（１）中「オルミ

エント錠２mg、同錠４mg 及び同錠１mg」を「オルミエント錠２mg、同錠４mg、同錠

１mg及び同内用懸濁液２mg/mL」に改める。

(４) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和８年３月 17 日付け

保医発 0317 第４号）の記の４の(７)中「ブーレンレップ点滴静注用 100mg」を「ブー

レンレップ点滴静注用 100mg 及び同点滴静注用 70mg」に改める。

(５) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和２年８月 25 日付け

保医発 0825 第１号）の記の３の(４)中「エンスプリング皮下注 120mg シリンジ」を

「エンスプリング皮下注 120mg 及び同皮下注 120mg オートインジェクター」に改め

る。



（参考：新旧対照表） 

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和２年５月 19 日付け保医発 0519 第３号）の記の４の(12) 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(12) ゾルゲンスマ点滴静注 

① （略） 

② 本品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意に、「SMN1

遺伝子の両アレル性の欠失又は変異が確認された患者に投与

すること。」「２歳未満の患者に投与すること。」及び「承認され

た体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により抗 AAV9

抗体が陰性であることが確認された患者に投与すること。」と

されているので、以下を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ

と。 

SMN1遺伝子の両アレル性の欠失又は変異を確認した遺伝子検

査の実施年月日 

本品の投与日齢 

抗 AAV9 抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日 

③ （略） 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(12) ゾルゲンスマ点滴静注 

① （略） 

② 本品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意に、「SMN1

遺伝子の両アレル性の欠失又は変異が確認された患者に投与

すること。」「２歳未満の患者に投与すること。」及び「承認され

た体外診断薬を用いた検査により抗 AAV9 抗体が陰性であるこ

とが確認された患者に投与すること。」とされているので、以下

を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

SMN1遺伝子の両アレル性の欠失又は変異を確認した遺伝子検

査の実施年月日 

本品の投与日齢 

抗 AAV9 抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日 

 

③ （略） 

 

  



◎「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」（平成 29 年８月 29 日付け保医発 0829 第８号）の記の

３の(２) 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(２) オルミエント錠２mg、同錠４mg、同錠１mg 及び同内用懸濁液

２mg/mL 

①～⑥（略） 

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(２) オルミエント錠２mg、同錠４mg 及び同錠１mg 

 

①～⑥（略） 



◎「ヤヌスキナーゼ阻害剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」（令和２年 12 月 25 日付け保医発 1225 第３号）の

記の(１) 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

(１) オルミエント錠２mg、同錠４mg、同錠１mg 及び同内用懸濁液

２mg/mL については、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性

及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、国内臨床試験

の結果等から本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者

に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応を

とることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう

十分留意すること。 

(１) オルミエント錠２mg、同錠４mg 及び同錠１mg については、最適

使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が

十分蓄積するまでの間、国内臨床試験の結果等から本製剤の恩恵

を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、

副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要

件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。 

 



◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和８年３月 17 日付け保医発 0317 第４号）の記の４の(７) 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(７) ブーレンレップ点滴静注用 100mg 及び同点滴静注用 70mg 

(略) 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(７) ブーレンレップ点滴静注用 100mg 

(略) 

 



◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和２年８月 25 日付け保医発 0825 第１号）の記の３の(４)

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(４) エンスプリング皮下注 120mg シリンジ及び同皮下注 120mg オー

トインジェクター

(略)

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(４) エンスプリング皮下注 120mg シリンジ

(略)



No. 銘柄名 規格単位 会社名 成分名 承認区分 算定薬価 算定方式 補正加算等 ページ

1 ソホノスカプセル1mg
ソホノスカプセル1.5mg
ソホノスカプセル2.5mg
ソホノスカプセル5mg
ソホノスカプセル10mg

1mg1カプセル
1.5mg1カプセル
2.5mg1カプセル
5mg1カプセル
10mg1カプセル

IPSEN株式会社 パロバロテン 新有効成分含
有医薬品

46,062.10円
57,114.90円
95,190.70円

190,381.30円
355,689.50円

原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=10%
市場性加算(Ⅰ)A=10%
加算係数　０
革新的新薬薬価維持制
度

内399
他に分類されない代謝性医薬品（進行
性骨化性線維異形成症）

2

2 ドジョルビ内用液100％ 100%500mL1瓶 Ultragenyx Japan株式会社 トリヘプタノイン 新有効成分含
有医薬品

734,770.00円 原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=5%
市場性加算(Ⅰ)A=15%
加算係数　０
革新的新薬薬価維持制
度

内399
他に分類されない代謝性医薬品（長鎖
脂肪酸代謝異常症）

4

3 インレビックカプセル100mg 100mg1カプセル レコルダティ・レア・ディジー
ズ・ジャパン株式会社

フェドラチニブ
塩酸塩水和物

新有効成分含
有医薬品

11,137.40円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 市場性加算(Ⅰ)A=5%
革新的新薬薬価維持制
度 内429 その他の腫瘍用薬（骨髄線維症） 6

4 アムベルビスト静注2mL
アムベルビスト静注シリンジ5mL
アムベルビスト静注シリンジ7.5mL
アムベルビスト静注シリンジ10mL

25.79％2mL1瓶
25.79％5mL1筒
25.79％7.5mL1筒
25.79％10mL1筒

バイエル薬品株式会社 ガドクアトラン
水和物

新有効成分含
有医薬品

2,261円
4,930円
7,098円
9,193円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算(Ⅱ)A=5%
小児加算=15%
革新的新薬薬価維持制
度

注729

その他の診断用薬（体外診断用医薬
品を除く。）（磁気共鳴コンピューター断
層撮影における下記造影
○脳・脊髄造影
○躯幹部・四肢造影）

8

品目数 成分数
内用薬 7 3
注射薬 4 1
外用薬 0 0

計 11 4

新医薬品一覧表（令和８年５月２０日収載予定）

薬効分類

中医 協 総－ ４－１

８ ． ５ ． １ ３ 

1

添付資料3



No. 銘柄名 規格単位 会社名 成分名 承認区分 算定薬価 算定方式 補正加算等 ページ

1 アクーゴ脳内移植用注 1回分 サンバイオ株式会社 バンデフィテムセル 新再生医療等製品 72,716,528円 原価計算方式 市場性加算(Ⅰ)A=10%
先駆加算A=10%
加算係数　1.0
革新的新薬薬価維持制度

再生
外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻
痺の改善

2

2 アムシェプリ 18瓶1組 住友ファーマ株式会社 ラグネプロセル 新再生医療等製品 55,306,737円 原価計算方式 市場性加算(Ⅰ)A=10%
先駆加算A=10%
加算係数　1.0
革新的新薬薬価維持制度

再生
レボドパ含有製剤を含む既存の薬物
療法で十分な効果が得られないパー
キンソン病患者の運動症状の改善

6

3 ゾルゲンスマ髄注 1患者当たり ノバルティス　ファーマ株
式会社

オナセムノゲン アベパル
ボベク

新用法・使用方法
再生医療等製品

167,077,222円 別銘柄として算定しない 革新的新薬薬価維持制度
費用対効果評価（H5）

再生
脊髄性筋萎縮症
ただし、抗AAV9抗体が陰性の患者に
限る

11

品目数 成分数
内用薬 0 0
注射薬 3 3
外用薬 0 0

計 3 3

新再生医療等製品一覧表（令和８年５月２０日収載予定）

薬効分類

中 医 協 総 － ５

８ ． ５ ． １ ３

11

添付資料4


